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事業継続力強化計画に係る認定について

　令和７年９月３０日付けをもって申請のあった事業継続力強化計画については、

中小企業等経営強化法第５６条第１項の規定に基づき認定する。
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令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日

                  中国経済産業局長　林　揚哲
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